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野 尻 湖 、 中 海 及 び 宍 道 湖 に 係 る 湖 沼 水 質 保 全 計 画 （ 案 ） の 概 要

１ 計 画 策 定 対 象 湖 沼

今 回 、 湖 沼 水 質 保 全 計 画 を 策 定 す る 指 定 湖 沼 は 、 表 － １ に 示 す と お り 野 尻 湖 、

中 海 及 び 宍 道 湖 の ３ 湖 沼 で あ る 。 な お 、 今 回 の 計 画 は 、 野 尻 湖 に お い て は 平 成

16～ 20年 度 の 第 ３ 期 の 計 画 に 続 く 第 ４ 期 の 計 画 で あ り 、 中 海 及 び 宍 道 湖 に お い

て は 第 ４ 期 の 計 画 に 続 く 第 ５ 期 の 計 画 で あ る 。

表 － １ 指 定 湖 沼 及 び 指 定 地 域

湖 沼 名 関 係 県 名 指 定 地 域 内 市 町 村 数 (平 成 22年 3月 現 在 ）

野 尻 湖 長 野 県 １ 町

中 海 鳥 取 県 ２ 市

島 根 県 ３ 市 町

宍 道 湖 島 根 県 ６ 市 町

２ 計 画 内 容

湖 沼 特 性 等 を 踏 ま え 、 望 ま し い 湖 沼 の 水 環 境 及 び 流 域 の 状 況 等 に 係 る 将 来 像

を 明 ら か に し た 長 期 ビ ジ ョ ン に つ い て 関 係 機 関 や 関 係 者 と 共 有 す る 。 （ 表 －

３ ）

２ ． １ 計 画 期 間

湖 沼 特 性 等 を 踏 ま え 、 関 係 す る 諸 計 画 と の 整 合 性 を 図 り つ つ 、 適 切 な 期 間 を

設 定 す る 。 （ 表 － ３ ）

２ ． ２ 水 質 の 保 全 に 関 す る 方 針

（ １ ） 計 画 の 基 本 的 な 考 え 方

着 実 な 水 質 改 善 に よ る 水 質 環 境 基 準 の 確 保 を 目 途 と し つ つ 、 水 質 保 全 に

資 す る 事 業 、 各 種 汚 濁 源 に 対 す る 規 制 等 に よ る 、 そ れ ぞ れ の 湖 沼 の 特 性 に

応 じ た 水 質 保 全 対 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る 。

（ ２ ） 水 質 目 標 値

平 成 25年 度 に 目 指 す べ き 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ Ｃ Ｏ Ｄ ） 、 全 窒 素 、 全 り ん

の 水 質 目 標 値 を 掲 げ る 。 （ 表 － ２ ）

２ ． ３ 水 質 の 保 全 に 資 す る 事 業

発 生 源 対 策 と し て 、 下 水 道 、 農 業 集 落 排 水 施 設 、 合 併 処 理 浄 化 槽 、 廃 棄 物 処

理 施 設 等 の 施 設 整 備 を 行 う と と も に 、 湖 内 及 び 流 入 河 川 の 直 接 浄 化 等 の 浄 化 対

策 を 行 う 。 （ 表 － ３ ）
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２ ． ４ 水 質 の 保 全 の た め の 規 制 そ の 他 の 措 置

工 場 ・ 事 業 場 排 水 対 策 、 生 活 排 水 対 策 、 畜 産 ・ 養 殖 対 策 、 流 出 水 対 策 、 緑 地

の 保 全 そ の 他 自 然 環 境 の 保 護 等 の 施 策 を 行 う 。 （ 表 － ３ ）

２ ． ５ そ の 他 水 質 保 全 の た め に 必 要 な 措 置

公 共 用 水 域 の 水 質 の 監 視 強 化 、 調 査 研 究 の 推 進 、 地 域 住 民 等 の 協 力 の 確 保 、

事 業 者 等 に 対 す る 助 成 等 を 行 う 。 （ 表 － ３ ）

３ 流 出 水 対 策 推 進 計 画

流 出 水 対 策 地 区 を 指 定 し 、 農 地 や 市 街 地 等 か ら 流 出 す る 汚 濁 負 荷 削 減 の た め

の 対 策 の 重 点 的 、 集 中 的 な 実 施 を 図 る 。 （ 表 － ４ ）

表 － ２ 水 質 目 標 値

（ 単 位 ： ｍ ｇ ／ ）�

湖 沼 名 水 域 名 水 質 項 目 現 状 水 質 水 質 目 標 値

(平 成 20年 度 ) （ 平 成 25年 度 ）

野 尻 湖 野 尻 湖 Ｃ Ｏ Ｄ ２ ． ３ １ ． ５

(COD ) （ １ ． ９ ） （ １ ． ５ ）平均 値

全 り ん ０ ． ０ ０ ５ ０ ． ０ ０ ５

(現 状 水 準 の 維 持 向 上 ）

中 海 中 海 Ｃ Ｏ Ｄ ６ ． ０ ５ ． １

(COD ) （ ４ ． ４ ） (３ ． ９ ）平均 値

全 窒 素 ０ . ４ ７ ０ ． ４ ６

全 り ん ０ . ０ ６ ０ ０ ． ０ ４ ６

宍 道 湖 宍 道 湖 Ｃ Ｏ Ｄ ６ ． １ ４ ． ６

(COD ) （ ５ . ４ ） （ ４ ． ０ ）平均 値

全 窒 素 ０ . ４ ９ ０ ． ４ ９

全 り ん ０ . ０ ５ ６ ０ . ０ ３ ９

（ 注 ） Ｃ Ｏ Ｄ に つ い て は ７ ５ ％ 値 、 全 窒 素 、 全 り ん に つ い て は 平 均 値 で あ る ｡
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計画の内容（１）表－３

湖沼名 野尻湖 中海 宍道湖
事項名 （長野県） (鳥取県・島根県） （島根県）

1.水質の保全

に関する方 野尻湖が担う３つのはたら 「みんなで守り、はぐくむ、 「みんなで守り、はぐくむ生

針 き“湖や流域が豊かな自然を 豊かな中海」を掲げ、豊かな 命、豊かできれいな宍道湖」

育む”“湖に親しみ、学び、 生態系をはぐくみ、人々が親 を掲げ、豊かな生態系をはぐ

癒し、憩う”“湖に関わる人 しみ・安らげる水環境を実現 くみ、人々が親しみ・安らげ

々に持続的な恵みをもたら し、湖を訪れるすべての人が る水環境を実現し、湖を訪れ

す”による恩恵を将来にわた 快適であると肌で感じられる るすべての人が快適であると

って享受できるよう、「みん 環境を目指します。この環境 肌で感じられる環境を目指し

(1)長期ビジ なの野尻湖美しい姿を次世代 を鳥取・島根両県の関係機関 ます。この環境を関係機関・

ョン に」をキャッチフレーズとし ・住民で守り、次世代を担う 住民で守り、次世代を担う子

て、野尻湖の望ましい将来像 子供たちへと受け継いでいく 供たちへと受け継いでいくこ

の達成を目指す。 ことを目標とします。 とを目標とします。

(2)計画期間 平成21年度～平成25年度 平成21年度～平成25年度 平成21年度～平成25年度

（５年間） （５年間） （５年間）

2.水質の保全 ・下水道の整備 ・下水道の整備

に資する事 (鳥取県5.4千人 （8.2千人

業 普及率 64%→70%） 普及率 63%→68%）

(1)下水道の (島根県6.0千人

整備 普及率 51%→59%）

(2)その他の ・浄化槽等の各種生活排水処 ・農業集落排水施設 ・農業集落排水施設

生活排水処 理施設の整備 (鳥取県 普及率 ５%） （1.0千人

理施設の整 （島根県0.3千人 普及率 18%→19%）

備 普及率21%→22%）

・浄化槽等の各種生活排水処

理施設の整備 ・浄化槽等の各種生活排水

浄化槽の整備 処理施設の整備

（鳥取県 195基 浄化槽の整備

普及率 ７%→ ８%） (1,204基

（島根県 484基 普及率 ７%→９%）

普及率 ９%→11%）

・生活排水処理の高度化 ・生活排水処理の高度化

(3)家畜排せ

つ物処理施

設等の整備

(4)廃棄物処 ・廃棄物処理施設（ ）１施設

理施設の整 ・最終処分場の増設（ ）1施設

備

(5)湖沼の浄 ・浮遊ごみ・枯れた水草等の ・覆砂を行い底質の改善を ・ヨシ原、浅場の造成を行い

化対策 除去 図る 湖岸域の環境改善、自然浄

・水生植物帯による自然浄化 ・浅場、藻場の造成を行い湖 化機能の回復を図る。

機能を活用した浄化対策 岸域の環境改善、自然浄化 ・浮遊ゴミや漂着ゴミの回収

機能の回復を図る。

・浮遊ゴミや漂着ゴミの回収

(6)流入河川 ・水生植物を利用した水質浄

等の浄化対 化池による水質浄化

策 ・流入水路等のごみ清掃

※２．水質の保全に資する事業での（ ）内の数字は計画期間での事業量を示している。
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計画の内容（２）表－３

湖沼名 野尻湖 中海 宍道湖
事項名 （長野県） (鳥取県・島根県） （島根県）

3.水質の保全 ・立入検査等による排水 ・立入検査等による排水基 ・立入検査等による排水基
のための規 基準の遵守の徹底 準の遵守の徹底 準の遵守の徹底
制、その他 ・規制対象外の工場・事 ・汚濁負荷量規制基準対象 ・汚濁負荷量規制基準対象
の措置 業場の指導等 事業場の拡大 事業場の拡大

(1)工場・事 ・新増設に伴う汚濁負荷 ・規制対象外の工場・事業 ・規制対象外の工場・事業
業場排水対 の増大の抑制 場の指導等 場の指導等
策 ・環境管理システムの認定 ・環境管理システムの認定

取得など事業者が行う環 取得など事業者が行う環
境管理、監査等 境管理、監査等

(2)生活排水 ・下水道への接続促進 ・下水道への接続促進 ・下水道等への接続促進
対策 ・浄化槽の適切な設置及 ・浄化槽の適切な設置及び ・浄化槽の適切な設置及び

び管理 管理 管理
・各家庭における生活雑 ・各家庭における生活雑排 ・各家庭における生活雑排
排水対策の促進 水対策の推進 水対策の推進

(3)畜産業に ・畜舎の管理の適正化 ・畜舎の管理の適正化
係る汚濁負 ・家畜排せつ物の適正処理 ・家畜排せつ物の適正処理
荷対策 の促進 の促進

(4)魚類養殖 ・養殖を行う場合の施設の ・養殖を行う場合の施設の
に係る汚濁 改善や飼料投与の適正管 改善や飼料投与の適正管
負荷対策 理の指導等 理の指導等

(5)流出水対 道路・側溝の清掃、各 ・農地対策 ・農地対策・
策 戸貯留・浸透施設の設 化学肥料の減肥 化学肥料の減肥a a

置、緑化の推進 側条施肥田植機の普及 側条施肥田植機の普及a a
・エコファーマー認定促 ・市街地対策 ・市街地対策
進、減肥体系栽培の普 道路路面の清掃 道路路面の清掃a a
及等、環境にやさしい 道路側溝の清掃 道路側溝の清掃a a
農業の推進 ・自然地域対策 ・自然地域対策

・森林整備、治山事業の 森林の適正管理 森林の適正管理a a
推進 治山、砂防施設の建設 治山、砂防施設の建設a a

・流出水対策地区におけ ・流入河川直接浄化 ・流入河川直接浄化
る重点的対策の実施 しゅんせつ しゅんせつa a

堤防の除草 堤防の除草a a
河川内の藻刈 河川内の藻刈a a

・流出水対策地区における ・流出水対策地区における
重点的対策の実施 重点的対策の実施

(6)緑地の保 緑地の保全その他湖辺 ・関係諸制度の的確な運用 ・関係諸制度の的確な運用・
全その他自 の自然環境の整備 による緑地、湖辺の自然 による緑地、湖辺の自然
然環境の保 ・湖岸帯への水生植物の 環境の保全 環境の保全
護等 復元、在来の貝類の回 ・ビオトープ空間等生物の ・ビオトープ空間等生物の

復等 生息環境の確保 生息環境の確保
・関係諸制度の的確な運
用を通じた緑地保全、
その他湖辺の自然環境
の保護

4.その他水質 公共用水域の水質の監 ・公共用水域の水質の監視 ・公共用水域の水質の監視・
保全のため 視 ・調査研究の推進 ・調査研究の推進
に必要な措 ・調査研究の推進と活用 ・総合的な流域管理の取組 ・総合的な流域管理の取組
置 ・環境学習の推進、環境 ・漁業を通じた水質保全の ・漁業を通じた水質保全の

保全意識の啓発 推進 推進
・地元主導による取組の ・ラムサール条約湿地の環 ・ラムサール条約登録湿地
強化 境保全と賢明な利用の促 の環境保全と賢明な利用

・水質汚濁事故への対応 進 の促進
・関係地域計画との整合 ・住民の理解と協力及び参 ・住民の理解と協力及び参
・事業者等に対する助成 加による保全活動の推進 加による保全活動の推進
・住民等による環境保全 ・環境学習及び普及啓発活 ・環境学習及び普及啓発活
活動に対する支援 動の推進 動の推進

・水質事故への対応 ・水質事故への対応
・関係地域計画との整合 ・関係地域計画との整合
・事業者等に対する支援 ・事業者等に対する支援
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流出水対策推進計画の内容表－４

野尻湖 中海 宍道湖湖沼名
事業名 （長野県） (鳥取県・島根県） （島根県）

1.流出水対策 野尻湖流域において、市街 流出水対策地区に米子湾流 忌部川・山居川流域を流出
実施に関す 地及び農地からの汚濁負荷 域を指定し、鳥取・島根両 水対策地区に指定し、各種
る方針 量が比較的多い野尻地区及 県で各種対策を重点的に実 対策を重点的に実施し、流

び菅川・市川流域を、流出 施することにより、流出水 出水の汚濁負荷の削減に努
水対策地区に指定し、各種 の汚濁負荷を低減し、米子 める。
対策を重点的に実施するこ 湾の水質改善に努める。
とにより、流出水の汚濁負
荷量の低減に努める。

鳥取県
2.具体的方策 地域全体と連携しつつ重点 農薬・化学肥料の使用を節 「島根県環境保全型農業基

的に推進する。 減した栽培、代かき時の濁 本方針」に基づく減農薬・
・道路・側溝清掃、各戸貯 水流出防止等の適正な水管 減化学肥料栽培によるエコ
留・浸透施設の設置 理の徹底を図るなどの環境 ロジー農業の推進。

・減肥体系栽培の普及等、 保全型農業の推進。 降雨に伴い流出する汚濁
環境にやさしい農業の推 降雨に伴って流出する汚濁 負荷対策の推進。
進 負荷対策の推進。 宍道湖へ流入する浮遊ゴミ

・湖岸及び流入河川の清掃 中海に流入する河川でのし 及び枯れた植物の水域への
ゅんせつの実施、浮遊ゴミ 流入抑制。
及び枯れた植物の水域への
流入抑制。

島根県
安来干拓地を中心に「島根
県環境保全型農業基本針」
に基づき減農薬・減化学肥
料栽培によるエコロジー農
業の推進。
降雨に伴い流出する汚濁負
荷対策の推進。
中海へ流入する浮遊ゴミ及
び枯れた植物の水域への流
入抑制。

3.啓発に関す パンフレットの作成発行や パンフレットの作成、配布 パンフレットの作成、配
ること 出前講座等の実施による対 や説明会の開催による対策 布や説明会の開催による

策実施の啓発。 実施の啓発。 対策実施の啓発。

4.その他必要 モニタリングの実施。 モニタリングの実施。 モニタリングの実施。
な措置 流出水対策の負荷削減に関 流出水対策の負荷削減に関

する研究。 する研究。
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60616263元 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

霞 ヶ 浦

印 旛 沼

手 賀 沼

琵 琶 湖

児 島 湖

釜房ダム貯水池

諏 訪 湖

中 海

宍 道 湖

野 尻 湖

　八　郎　湖

湖 沼 名

　　　　　　湖沼水質保全特別措置法に基づく１１指定湖沼位置図                                  

湖 沼 水 質 保 全 計 画 策 定 状 況 一 覧（平成22年３月現在）

霞 ヶ 浦 〔茨城・栃木・千葉〕

中 海 〔鳥取・島根〕

宍 道 湖 〔島根〕

児 島 湖 〔岡山〕

釜房ダム貯水池 〔宮城〕

諏 訪 湖 〔長野〕

琵 琶 湖 〔滋賀・京都〕

手 賀 沼 〔千葉〕

印 旛 沼 〔千葉〕

野 尻 湖 〔長野〕

こ じ ま こ

て が ぬ ま

い ん ば ぬ ま

かすみがうら

かまふさ

の じ り こ

す わ こ

び わ こ

なかうみ

し ん じ こ

八郎湖〔秋田〕

はちろうこ

第３期 第４期第２期第１期

第４期第３期第２期第１期 第５期

第４期第３期第２期第１期 第５期

第１期

第４期第３期第２期第１期 第５期

参考資料
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